
・組合の財政………………２

・夜間急患診療所の
時間延長について…３

・防火対策はできていますか？…４

目　次　〈主な内容〉

・防火ポスターコンクール…５

・農業共済事業実績………６

・農業共済課移転のお知らせ…７

・インフォメーション……８

いざという時
大切な命を守るために
11月27日に伊香保中学校で行われた「救急

講習会」。生徒たちは心
しん

肺
ぱい

蘇
そ

生
せい

法
ほう

やAEDの使用
方法など、人命救助の基礎を学びました。
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●
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
事
業

渋
川
地
区
広
域
圏
が
一
体
と
な
っ
て
魅
力
あ

る
ふ
る
さ
と
づ
く
り
を
行
う
た
め
、
広
報
「
広

域
だ
よ
り
」
を
発
行
し
、
圏
域
の
行
政
情
報
を

提
供
し
ま
し
た
。
ま
た
、
構
成
市
町
村
の
特
徴

あ
る
緑
化
お
よ
び
花
い
っ
ぱ
い
運
動
に
助
成
等

を
行
う
グ
リ
ー
ン
フ
ラ
ワ
ー
事
業
を
実
施
し
ま

し
た
。

●
救
急
医
療
事
業

休
日
在
宅
当
番
医
制
、
歯
科
在
宅
当
番
医
制
、

病
院
群
輪
番
制
お
よ
び
夜
間
急
患
診
療
所
を
渋

川
地
区
医
師
会
と
渋
川
北
群
馬
歯
科
医
師
会
の

協
力
を
得
て
実
施
し
、
地
域
住
民
の
常
時
診
療

体
制
の
確
立
に
努
め
ま
し
た
。

●
火
葬
場
・
斎
場
事
業

圏
域
住
民
が
利
用
し
や
す
い
施
設
を
め
ざ
し

て
、
渋
川
広
域
斎
場
「
し
ら
ゆ
り
聖
苑
」
の
管

理
運
営
に
努
め
ま
し
た
。

●
ご
み
処
理
事
業

清
掃
セ
ン
タ
ー
で
は
、
ご
み
処
理
業
務
の
充

実
を
図
る
た
め
、
す
べ
て
の
祝
祭
日
（
年
末
年

始
お
よ
び
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
の
ご
み
受
入

を
実
施
し
、
各
設
備
の
点
検
整
備
を
行
い
ま
し

た
。リ

サ
イ
ク
ル
施
設
に
お
い
て
、
び
ん
類
と
ペ

ッ
ト
ボ
ト
ル
の
再
資
源
化
に
努
め
ま
し
た
。

主
要
事
業
の
成
果
に
つ
い
て
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●
し
尿
処
理
事
業

環
境
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
は
、
処
理
業
務

の
遂
行
に
万
全
を
期
す
る
た
め
、
二
次
処
理
設

備
、
脱
臭
装
置
等
の
点
検
整
備
を
行
い
ま
し
た
。

汚
泥
処
理
に
つ
い
て
は
、
清
掃
セ
ン
タ
ー
で

焼
却
を
行
い
、
そ
の
適
正
処
理
に
努
め
ま
し
た
。

●
消
防
救
急
事
業

圏
域
住
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く

り
を
め
ざ
し
て
、
各
種
火
災
予
防
対
策
を
実
施

し
ま
し
た
。
ま
た
、
救
命
率
の
向
上
を
図
る
た

め
、
救
急
救
命
士
の
養
成
を
行
い
ま
し
た
。

車
両
で
は
、
東
分
署
（
渋
川
市
赤
城
町
三
原

田
）
の
老
朽
化
し
た
水
槽
付
き
ポ
ン
プ
自
動
車

を
更
新
し
ま
し
た
。

●
教
育
関
係
事
業

圏
域
住
民
の
健
全
な
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の

場
と
し
て
利
用
さ
れ
る
、
広
域
圏
プ
ー
ル
な
ど

の
運
動
施
設
の
管
理
に
努
め
ま
し
た
。

●
農
業
共
済
事
業

当
圏
域
で
は
、
近
年
の
地
元
生
産
、
地
元
消

費
の
気
運
の
高
ま
り
を
受
け
て
、
米
、
麦
、
露

地
・
施
設
野
菜
、
花
、
果
樹
、
畜
産
と
多
種
多

様
な
農
業
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

農
業
共
済
事
業
で
は
、
農
家
の
経
営
安
定
の

た
め
に
、
共
済
連
絡
員
な
ど
の
共
済
組
織
、
関

係
機
関
の
協
力
を
得
て
、
事
業
推
進
を
図
り
ま

し
た
。
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●
出
火
原
因
の
第
１
位
は
「
放
火
」（
放
火

の
疑
い
を
含
む
）

渋
川
広
域
圏
に
お
い
て
発
生
し
た
火
災

原
因
で
平
成
20
年
中
、
最
も
多
か
っ
た
の

は
「
放
火
」（
放
火
の
疑
い
を
含
む
）
で
し

た
。放

火
火
災
の
傾
向
と
し
て
は
、
冬
か
ら

●
放
火
は
ど
の
よ
う
に
し
て
防
ぐ
の
で
す

か
。放

火
は
、
他
人
の
生
命
や
財
産
を
無
差

別
に
奪
う
凶
悪
犯
罪
で
す
。
放
火
を
防
ぐ

に
は
地
域
住
民
の
方
と
行
政
機
関
が
連
携

し
て
「
放
火
を
さ
れ
な
い
、
放
火
を
さ
せ

な
い
、
放
火
を
さ
れ
て
も
被
害
を
大
き
く

さ
せ
な
い
」
こ
と
を
基
本
に
対
策
を
考
え

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
地
域
に
お
け
る
放
火
防
止
対
策

放
火
の
危
険
か
ら
地
域
社
会
を
守
る
た

め
に
は
、
危
険
要
因
を
排
除
す
る
よ
う
に

努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
の
実
状
に
即
し

て
、
町
内
会
、
自
治
会
、
自
主
防
災
組
織
、

事
業
所
、
関
係
機
関
な
ど
が
一
体
と
な
り

協
力
体
制
を
確
立
し
、
放
火
さ
れ
に
く
い

地
域
環
境
を
つ
く
り
出
す
必
要
が
あ
り
ま

す
。ま

た
、
放
火
犯
は
人
を
嫌
う
傾
向
が
強

い
の
で
、
近
所
で
知
ら
な
い
人
を
見
た
ら

会
釈
や
あ
い
さ
つ
を
す
る
こ
と
で
、
意
外

と
犯
罪
防
止
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

放
火
予
防
は
「
自
分
た
ち
の
地
域
は
、

地
域
全
体
で
守
る
」
と
い
う
意
識
を
も
つ

こ
と
が
重
要
で
す
。

９
月
９
日
、
渋
川
市
役
所
保
健
福
祉

部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
補
佐

の
高
橋
美
恵
子
さ
ん
が
、
一
日
救
急
隊

長
を
務
め
ま
し
た
。

こ
の
行
事
は
、
救
急
の
日
（
救
急
医
療

週
間
）
に
合
わ
せ
て
、
多
く
の
人
に
救
急

業
務
に
対
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
て
も

ら
う
た
め
に
行
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
11
月
９
日
、
吉
岡
町
交
通
安

全
会
婦
人
部
長
の
永
田
佐
智
己
さ
ん
が

一
日
消
防
長
を
務
め
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動

期
間
（
11
月
９
日
か
ら
15
日
）
に
合
わ

せ
て
行
っ
て
い
る
も
の
で
、
火
災
予
防

思
想
の
普
及
を
図
り
、
火
災
に
よ
る
死

傷
者
お
よ
び
財
産
の
損
失
を
防
ぐ
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

二
人
に
は
、
救
急
隊
員
や
消
防
団
員

な
ど
の
訓
練
の
様
子
を
見
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

春
先
お
よ
び
夜
間
か
ら
明
け
方
（
夜
８
時

か
ら
朝
６
時
）
に
か
け
て
多
く
発
生
し
て

い
ま
す
。

近
年
の
放
火
は
、
相
手
と
場
所
を
選
ば

な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
が
大
き
な
特
徴

で
、
特
に
人
目
に
付
か
な
い
場
所
と
時
間

に
要
注
意
で
す
。

▲訓練の報告をうける永田さん

消
え
る
ま
で 

 
ゆ
っ
く
り
火
の
元 

　
　  
に
ら
め
っ
子 

 
平
成
　
年
度
全
国
統
一
防
火
標
語 

２1



５

○どうして消火器が破裂するのか？
一般的な粉末消火器は大きく分けて「加圧式」と「蓄

圧式」の二種類があります。
加圧式粉末消火器には、二酸化炭素ボンベが内蔵され

ています。
安全栓を抜いてレバーを握ると加圧用の炭酸ガスボン

ベのガスが勢いよく吹き出し、消火器内部を加圧する圧
力で薬剤が放出されます。
その時、消火器本体に腐食や変形などがあると、その

部分が圧力に耐えられなくなり、破裂が起こることがあ
ります。
○破裂の恐れがあるのは、こんな消火器です。
１　レバーや本体に傷や変形がある消火器
２　さびている消火器
３　ラベルに書かれた耐用年数を経過している消火器
（交換の目安は８年です）

○設置してはならない場所は、こんな場所です。
１　サビが発生し易い湿気の多い場所
２　直射日光のあたる場所（容器の酸化を進めます）
３　建物の外部（屋外に設置する場合は専用ボックス
に収納しましょう）

４　温度変化の大きい場所（腐食を早める場合があり
ます）

○消火器を破棄するときは、不要になった消火器を処分
する場合は、次のことに注意してください。
１　不燃物ごみの回収には出さないでください。
２　分解したり、放射したりしないでください。

○消火器の廃棄は、消防用設備等販売・点検業者に相談、
依頼してください。
※消防署及び清掃センターでは回収・処分をしておりま
せん。
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